


        I 改革の全体像 

1. 公費負担医療の 見直し       

T. 新支給決定手続き・ 障害程度区分     

W. 障害福祉サービスの 利用者負担の 見直 し 

V. 障害福祉計画       

( 参考 ) 障害者自立支援法案の 概要 
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女 施行に向けて 2 月に「 度 程度全国会議を 開催予定 ( 第 「回は 2 月下旬 : 法案説明 ) 

    

素案提示 ( 第 3 回会議 ) 試行事業 (6 月～ ) 
政 省令等・自治体研修 ( 1 Ⅰ 月 ) 

素案提示 ( 第 4 回会議 ) 
政 省令等 ( 新法に基づく 居宅のみ 「Ⅱ 月 ) 政 省令等 ( その他 「 8 年 4 月 @ 

          

米 児童入所施設の 利用事務の市町村移譲及び 
施設再編については、 概ね 5 年後の施行を 目 

途に 3 年以内に結論を 得る」 
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● 並 肩に暮らせるまちづくり   
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・障害者木人を 中心にした個別の 支援を、 より効果的・ 効率的に 
進められる基盤づくり 

年齢や障害種別等に 関わりなく、 
できるだけ身近なところで 必要な 障害保健福祉の 総合化 
サービスを 受 げながら暮らせる 地 

障害者を支える 制度が、 国民の信頼 

域 づくりを進める。 
を 得て安定的に 運営できるよう、 より 

公平で効率的な 制度にする。 
，市町村中心の 一元的体制 
，地域福祉の 実現 

自立支援型システムへの 制度の持続可能性の 確保 

転換 

・給付の重点 ィヒ ・公平化 

・保護から自立支援 へ ・制度の効率化・ 透明化 

・自己実現・ 社会貢献 

自立して地域で 暮らし、 地域社会にも 
貢献できる仕組みづくりを 進める。       
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( サービス提供主体を 市町村に一元化。 障害の種類 ( 身体障害、 知的障害、 精神障害 ) にかかわらず、 障害者 
の 自立支援を目的とした 共通の福祉サービスは 共通の制度により 提供。 ) 

2 障害者が モ，つ と「働ける社会 l に 

( 障害者が、 企業等で働けるよう、 福祉側からも 支援 ) 3 の ら た土ム 、 ， 活用できるよ う 「規制緩和 l 
( 市町村が地域の 実情に応じて 障害者福祉に 取り組み、 障害者が身近なところでサービスが 利用できるよ う、 
空き教室や空き 店舗の活用も 視野に入れて 規制を緩和する。 ) 

4  分   、   な   一ビス   l     のための「   ま       準の透明Ⅰ ヒ 、 明確Ⅰ ヒ l 

( 支援の必要度合いに 応じてサービスが 公平に利用できるよ う 、 利用に関する 手続きや基準を 透明化、 明確化 
する。 )   5    増             ョ       世     一ビス   の     皆で負担し支え 合 う 仕組みの強化 

C   )  @@L@@-bfK(Dg@(@Lfcr@@MaJ 
( 障害者が福祉サービス ( 個別給付 ) や公費負担医療制度を 利用した場合に、 利用したサービスの 量や医療費、 
所得に応じた 公平な負担を 求める。 この場合、 適切な経過措置を 設ける。 ) 

(2) 国の「財政責任 の 明確Ⅰ ヒ， 
( 福祉サービス ( 個別給付 ) の費用について   これまで国が 補助する仕組みであ った在宅サービスも 含め、 国 

が義務的に負担する 仕組みに改める。 ) 
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0 障害の種別や 年齢により、 制度が複雑に 組合わさっている。 
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( 都道府県等 ) 

  

] 8 扁反反反 4 0 歳 6 5 歳 

精神 
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山主日 

在 ・ 

精神障害者居宅生活支援事業・ 社会復帰施設 
宅 

  
( 市町村 ) 

病 
院 

医療保険制度等 

  
( 注 ) かっこ内はサービスの 実施主体や保険者等 
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0 障害者に共通の 自立支援のための 各種福祉サービスについて 一元的に規定する 法案 
( 障害者自立支援法案 ) を通常国会に 提出 

0 サービス提供主体は 市町村に一元化 
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者   
市町村 移弗 については，概ね 5 年後の 
( 注 ) 陣審児 の入所擁護 こ 係る下 務の 

l 8 歳 丑 0 歳 

施行を俳頭に S 年以内に結瞼を 縛る。 
それまでの 閑は児黛 福祉法に基づく。 

医 
療 

医療保険制度等 
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・養護学校の 卒業者の半数以上 (55%) が福祉施設へ 
● 就職を理由に 福祉施設を退 所 したのは年間 1% 

● 

● 

● 

般 就労への 移 
  ⅠⅠⅠ 

行を進めるための 事業「就労移行 
芦 1 き几 

% 高祖 と 雇用がネットワークを 構成して、 障害者の適性に 合った 就 
職の斡旋等を 行 う 。 
このほか、 雇用施策 においても、 精神障害者への 雇用率適用を 
含め、 さらに障害者雇用を 進める。 

  

  

障害者がその 適性に応じて、 より カ を発揮して働ける 社会へ 
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( 目指す方向 ) 
・できるだけ 身近なところにサービス 拠点、 
・ NPC@ 、 空き教室、 小規模作業所、 民間住宅など 地域の社会資源を 活かす 

・施設入所者も 選べる日中活動 
・重度の障害者も 地域で暮らせる 基盤づくり 

自宅 
    アパート 

-   ㎡一 - 田治 
回 ・ l コ コ 

グ 一 一ム 

一 
  

たとえば空き 教室等 

  
入所施設 ( 通所機能っ 

を 利用した NPO 等が 
運営する小規模な 通 

所 型の事業所 
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( 運営基準の緩和 ) 

・制度を抜本的に 見直し、 一つの施設で 異なる障害を 持つ人にサービス 提供できるよう 

規制緩和 
( 施設基準の緩和 ) 

・障害福祉サービスの 拠点として、 空き教室や空き 店舗、 民家の活 里 ができるよ う 施設 
基準を緩和 

( 運営主体の緩和 ) 
・通所サービスについて、 社会福祉法人のみならず NPCy, 人 参 口牝 になるよ う運 

常主体の規制を 緩和 

( 既存のサービスの 活用 )   
Ti@ 

小規模な市町村でも 障害者福祉に 取組可能・地域活性化に 貢献 
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( 現叫犬 ) 

，市町村がサービスの 量等を決定する 際の標準や基準がない。 
，サービスを 効果的にま 是供 する ナ こ めの仕組み ， 、 ( ケアマネジメント ) 

が 制度化されていない。 
・市町村からもこれらの 仕組みを設けることについて 要 重 あ り 

・サービスの 必要度に関する 尺度を開発して 適用。 
，サービスを 効果的に提供するための 仕組みを制度化。 
。 サービスの長時間利用のケース 等については、 審査会を設置 

して意見を求めることとし、 透明化を図る。 

                  サービス利用を 推進 
  

  



( 目指す方向 ) 
・地域生活と 人所施設等の 均衡あ る負担 ( 食費等の実費 ) 
・利用したサービス 量 ( や医療費 ) と所得に応じた 負担 

・在宅サービスに 関する国及び 都道府県の財政責任の 明確化 

制度の全般的な 
見直しを前提に 
義務負担化 

障害者の福祉 
サービス等に 

    する費用   

/0 食費や光熱水質 の 

実費負担 
0 サービス 量と 所得 

に 応じた負担 
0 激変緩和措置 

  

国 都道府県 市町村 利用者 
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0 当面、 新たにサービスを 利用し始める 者の増加等によるサービス 量 
や 、 支援の必要度に 応じたサービス 量を確保することが 必要。 

必要なサービスを 確保するため、 制度の効率化・ 透明化等を進めると 
ともに、 その費用を皆で 負担し支え合うことが 不可欠。 

  

  

く 利用者負担 ノ 

0 在宅と施設のバランスのとれた 負担 
( 食費や光熱水費などの 実費負担 ) 

0 サービス利用量や 医療費と所得に 
応じた負担 

く国 ，都道府県の 負担 ノ 

様々な制度的課題の 解決を前提に 、 
国及び都道府県の 財政責任を強化す 
る 。 ( 義務的負担化 ) 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 



  

0  同じ障害者なのに、 制度の違いにより 負担軽減の仕組みが 異なり、 その統一が必要。 

0  更生医療、 育成医療の対象者の 半数以上は。 一定の負担能力が 認められる課税 
世帯となり、 給付の重点化が 必要。     

  
医療内容面での 取り組み 制度面での取り 組み 

0  医療機関の確保と 透明化を促進。 0  給付対象者の 重点化 

づ 医療機関の指定 制 づ 負担能力、 重度かつ継続的負担 

支給決定の有効期間等の 見直し 支給決定の有効期間等の 見直し 
0  負担に係る各制度間の 矛盾の解消 

0  対象者の判断基準 ( 診査 指針等 ) や 入院・在宅の 負担の公平化等 
医学進歩に応じた 医療内容の明確化 づ 医療費と所得に 応じた負担に 統一 

づ 実証的な研究の 促進 入院の食費負担 ( 標準負担額 ) 

必要な医療を 確保しっ っ 、 費用を皆で負担し 支え合 う ことにより、 中長期的な障害 
者 制度全体の持続可能性を 確保 ( 福祉，医療のバランスのとれた 財源配分の確保 ) 
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・改革を実現するため、 通常国会に「障害者自立支援法案」を 
提出 

/ Ⅹ 
・ 平成「 8 年「月から段階的に 実施 ( ム費 負担医療の見直し 

ほ ついては、 平成「 7 年「 0 月実施 ) 

一 14 一 



第一章 総則 ( 第一条 一 第五条 ) 

第二章 自立支援給付 

第一節 通則 ( 第六条 一 第十四条 ) 
第二節 介護給付費、 特例介護給付費、 訓練等給付費、 特例訓練等給付費、 サービス利用計画作成費、 

高額障害福祉サービス 費 、 特定障害者特別給付費及び 特例特定障害者特別給付費の 支給 

第一 散 市町村審査会 ( 第十五条 一 第十八条 ) 
第二 款 支給決定等 ( 第十九条 一 第二十七条 ) 
第三熱 介護給付費、 特例介護給付費、 訓練等給付費及び 特例訓練等給付費の 支給 ( 第二十八 

条一 第三十一条 ) 
第四散 サービス利用計画作成費、 高額障害福祉サービス 費 、 特定障害者特別給付費及び 特例 

特定障害者特別給付費の 支給 ( 第三十二条 一 第三十五条 ) 
第五 款 指定障害福祉サービス 事業者、 指 定 障害者支援施設等及び 指定相談支援事業者 ( 朋 一 

十六条 一 第五十一条 ) 

朋 一節 自立支援医療費、 療養介護医療費及び 基準該当療養介護医療費の 支給 ( 第五十二条 一 第七十五 
条 ) 

第四節 補装具費の支給 ( 第七十六条 ) 
朋 一生 地域生活支援事業 ( 第七十七条・ 第七十八条 ) 
第四章 事業及び施設 ( 第七十九条 一 第八十六条 ) 
第五章 障害福祉計画 ( 第八十七条 一 第九十一条 ) 
第六章 費用 ( 第九十二条 一 第九十六条 ) 
第七章 審査請求 ( 第九十七条 一 第百五条 ) 
第八章 雑則 ( 第百六条 一 第百八条 ) 
第九章 罰則 ( 第百九条 一 第百十五条 ) 
附則 
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Ⅰ ll 。 -  、 のか 

・ 身体障害者、 知的障害者、 精神障害者、 障害児 

2 。 -  、 の 六六 

・ホームヘルプサービス、 ショートステイ、 入所施設等の 介護給付費及び 自立訓練 ( リハビリ等 ) 、 就 
労 移行支援等の 訓練等給付費 ( 障害福祉サービス ) 

・心身の障害の 状態の軽減を 図る等のための 自立支援医療 ( 公費負担医療 ) 等 

3. 給付の手続き 

・給付を受けるためには、 障害者又は障害児の 保護者は市町村等に 申請を行 い ，市町村等の 支 

給 決定等を受ける 必要があ ること。 

・障害福祉サービスの 必要性を明らかにするため、 市町村に置かれる 審査会の審査及び 判定に基 
づき、 市町村が行 う 障害程度区分の 認定を受けること。 

・障害者等が 障害福祉サービスを 利用した場合に、 市町村はその 費用の「 00 分の 90 を支給する 
こと。 ( 残りは利用者の 負担。 利用者が負担することとなる 額については、 所得等に応じて 上限を 
設ける。 ) 

  
4. t  。 生 : 

  

・市町村又は 都道府県が行 う 障害者等の自立支援のための 事業 ( 相談支援、 移動支援、 日常生活 

用具、 手話通訳等の 派遣、 地域活動支援等 ) に関すること。 

) む一 



5 

6 

7 

8 

上空 百 上き 丁 

・国の定める 基本指針に即して、 市町村及び都道府県は、 障害福祉サービスや 地域生活支援事業 
等の提供体制の 確保に関する 計画 ( 障害福祉計画 ) を定めること。 

日 一 

・市町村は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用を支弁すること。 

・都道府県は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用の四分の 一を負担すること。 

・国は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用の二分の 一を負担すること。 

・その他地域生活支援事業に 要する費用に 対する補助に 関する事項等を 定めること。 

0 世 

・附則において 利用者負担を 含む経過措置を 設ける。 

・附則において 精神保健福祉法をはじめとする 関係法律について 所要の改正を 行う。 

"- 旦日 

0 利用者負担の 見直しに関する 事項のうち自立支援医療 ( 公費負担医療 ) にかかるもの 平成「 7 年 

Ⅱ 0 月 

0 新たな利用手続き、 国 等の負担 ( 義務的負担化 ) に関する事項、 利用者負担の 見直しに関する 事 

項 のうち障害福祉サービスにかかるもの 等平成 18 年「 月 

0 新たな施設・ 事業体系への 移行に関する 事項等平成 18 年・ [0 月 
一 i;- 



・ 障害者・児に 係る福祉サービスの 提供 
づ 新たに精神障害者の 社会復帰施設の 利用事務を行う。 
づ 公平なサービス 利用のための 審査会の設置などを 行う。 

づ 支払い事務は、 国民健康保険団体連合会へ 委託できることとし、 事務を効率化。 
づ 地域生活支援事業 ( 相談支援、 移動支援，手話通訳等、 日常生活用具の 給付等、 地域活動支援 セ 

ンタ一等の通所サービス、 福祉ホーム等 ) を 実施する。 ( 地域の実情により 市町村の実施が 困難な場 
合 には、 市町村が共同で、 又は、 市町村と協力して 都道府県が広域的に 実施 ) 

・ 自立支援医療費のうち 現在の更生医療に 相当する医療費の 支給 
づ 原則として現行どおりだが、 「 8 年「 0 月から指定都市、 中核市、 市、 福祉事務所を 設置する町村の 
支給する医療費についても、 都道府県が四分の 一負担 ( 市町村負担は 四分の一 ) 。 

・ 福祉サービスの 目標値等を定める 市町村障害福祉計画の 策定 

・ 福祉サービスの 提供に要する 費用については、 指定都市、 中核市も含めて、 四分の一負担に 統一。 
づ 現状では、 指定都市、 中核市の提供する 福祉サービス、 福祉事務所を 設置する市町村の 提供する 
施設サービスについては、 都道府県負担がない。 

・ なお、 指定都市、 中核市ほついては、 支援 費 制度下で行ってきた 福祉サービスを 提供する事業所等の 
指定の事務が 都道府県に一元化される。 
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・ 障害児に係る 福祉サービスの 提供 

づ 新たに精神障害者の 社会復帰施設の 利用事務は市町村に 移譲 
づ 児童福祉施設への 入所事務は当面都道府県に 残るが、 5 年後に移譲することを 検討。 

づ 地域生活支援事業 ( 人材養成、 専門相談などの 広域事業、 市町村事業の バ、 ソ クアップ ) を実施する。 

・ 自立支援医療費のうち 現在の育成医療、 精神通院公費に 相当する医療費の 支給 
づ 現行どおり 

・ 自立支援医療費のうち 現在の更生医療に 相当する医療費の 支給 
づ 原則として現行どおり ( 市町村で実施 ) だが、 18 年「 0 月から指定都市、 中核市、 市、 福祉事務所を 
設置する町村の 支給する医療費 は ついても、 都道府県が四分の 一負担 ( 市町村負担は 四分の一 ) 。 

・ 福祉サービスの 目標値等を定める 市町村障害福祉計画の 策定 

・ 福祉サービスの 提供に要する 費用については、 指定都市、 中核市分も含めて、 四分の一負担に 統一。 

・ 指定都市、 中核市ほついては、 支援 費 制度下で行ってきた 福祉サービスを 提供する事業所等の 指定 
の事務が都道府県に 一元化される。 また、 公費負担医療を 担当する医療機関の 指定を行 う 。 

， 不服申し立ての 審査機関の設置 
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国保連への支払委託 

溢召 " 仔 ・障害者自立支援法案第 29 本束 8 項 

了 市町村は、 介護給付費及び 訓練等給付費の 
支払いに関する 事務を国民健康保険団体連 
全会に委託することができる 山 

Ⅹなお、 「 9 年「 0 月 までは、 「国保連その 他 営 

利を目的としない 法人であ って厚生労働省令       
一 つ 0 一 
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障害に係る公費負担医療制度の 概要 
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